
文化芸術活動を支援！

令和8年度 (公財)福岡市文化芸術振興財団助成事業
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(公財)福岡市文化芸術振興財団(FFAC)では、文化芸術分野の発展・普及のため

今後の発展が期待される団体・個人が主体となって福岡市内で行う活動に対し

助成金の交付や専門アドバイザーによるフォローアップ等による支援を行います。

お問い合わせ・申請書提出先

公益財団法人福岡市文化芸術振興財団

事業課 ステップアップ助成プログラム担当 （平日 9:30～17:00）

〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-1 リバレインセンタービル８階

電話 092-263-6265 FAX 092-263-6259

Email stepup@ffac.or.jp

申請者が自ら主体となり、福岡市内で実施する活動であること

申請者のこれまでの取組みをさらに発展させる活動であること

市民が広く鑑賞または参加できる活動であること

助成の種類

申請締切

分 野

対象の活動

対象期間

助成対象額
の1/２



文化芸術分野の公演・展示等の優れた活動

文化芸術分野の人材育成に寄与する活動

文化芸術を通じて多様な背景や特性を持つ方々の社会参加を促進する活動

申請者が自ら主体となって、福岡市内において実施する活動であること

申請者のこれまでの取組みをさらに発展させる活動であること

市民が広く鑑賞または参加できる活動であること

文化芸術分野の発展・普及に資することを主な目的として、今後の発展が期待される、次のすべての
要件を満たす団体・個人

福岡市に所在・居住する団体・個人 申請時点で、申請したジャンルにおいて、自ら主催し、広く

一般に公開された文化芸術活動に関する公演、展示、ワークショップ等を１回以上実施していること。
実行委員会形式で申請する場合は、中核となる構成団体または構成員に同様の実績があること。

責任をもって活動を遂行する能力と意欲を有していること。 宗教活動、政治活動を目的として

いないこと。

助成金の額は、事業費総額のうち自己負担額が「助成対象額」となります。ただし、その額によって
以下の通り算出し、上限は40万円とします。

10万円未満の場合 ・・・・・・・・・・・・・ 助成対象額

10万円以上20万円未満の場合 ・・・ 10万円

20万円以上の場合 ・・・・・・・・・・・・・ 助成対象額の1/2

専門分野のアドバイザーが審査、活動の視察を行い、各段階でフィードバックを行います。採択活動の
実施や、今後の活動に活かすことが出来ます。

令和８年８月１日(土)～令和９年２月２８日(日)

実績報告書・

経費領収書の

提出

実績報告書の

精査

助成金交付

各採択者

の報告発表

アドバイザー

のフィードバック

交流会

詳しくはこちら！
要項・申請書も
ダウンロードできます。

申請書の提出

審査

結果通知

アドバイザー
のフィーバック

行事の開催

アドバイザー・
財団職員の視察


